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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月18日(2013.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
気相中の有害物質として、高濃度の窒素酸化物や硫黄酸化物が共存する環境下においては
、第１次側の装置として窒素酸化物を除去する薬剤としてアミン化合物水溶液を用いると
ともに、第２次側の装置として、光触媒材料と希薄な過酸化水素溶液の共存下で処理する
分解方法にて硫黄酸化物を除去する方法。
【請求項２】
前記アミン化合物が、トリエタノールアミン、メチルアミン及びモルホリンから選ばれる
化合物であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
気相中の有害物質である硫黄酸化物から、硫酸を作製する請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
前記光触媒材料が、金属チタン又はチタン合金表面にチタン窒化物を形成させた後、陽極
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酸化処理することにより得られた結晶性酸化チタン皮膜を有する光触媒材料であることを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
前記結晶性酸化チタンが、アナターゼ型酸化チタンであることを特徴とする請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
前記希薄な過酸化水素溶液の過酸化水素濃度が、１重量％以下であることを特徴とする請
求項１～５のいずれかに記載の方法。
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